
徳
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
徳
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
指
導
」
を
「
援
助
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
十
四
号
中
「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、「
指
導
」
を
「
援
助
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

再
校

　

徳
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
九
日
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事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
十
七
号


	条例抜き刷り（通常分）.pdfから挿入したしおり
	第24号
	第25号
	第26号
	第27号
	第28号
	第29号
	第30号
	第31号
	第32号
	第33号
	第34号
	第35号
	第36号
	第37号
	第38号
	第39号
	第40号
	第41号
	第42号
	第43号
	第44号
	第45号
	第46号
	第47号
	第48号
	第49号




